第10次鳥獣保護事業計画の変更について（要旨） 
１　変更内容の概要


　　　


　　　


　　　　
２　主な変更点（新旧対照表）
第二　鳥獣保護区、特別保護地区および休猟区に関する事項
１（１）②　指定に関する中長期的な方針（計画書２ページ）
	変更前
	変更後

	鳥獣の保護を図るために必要と認められる区域については、
　（省略）。

	鳥獣の保護を図るために必要と認められる区域については、
　（省略）。
また、鳥獣保護区周辺地域等においても鳥獣の生息適地の保護と再生を図るため、「野生鳥獣回廊※」を設置し、環境整備を図っていく。
※　野生動物の移動経路や生息環境の保全や再生を図るために、自然林の保全や生育不良の針葉樹人工林を地権者の同意、協力のもと除間伐を積極的に推進し、針広混交林への誘導、広葉樹の植林等を行い多様な植生を持った鳥獣の好適な生息環境の整備を行う地域。


③　指定区分ごとの方針（計画書４ページ）
	変更前
	変更後

	
	８）その他鳥獣の保護に必要な区域
鳥獣保護区に指定の予定がない森林環境においても、鳥獣の生息適地の保護と再生を図るため「野生鳥獣回廊地域」を設定し、土地所有者の理解と協力を得ながら国の森林計画で位置づけられた「緑の回廊」や県の地域森林計画で位置づけられた環境林と連携して、鳥獣および生物多様性の確保に向けた環境整備を図る。


　第ニ　　（計画１２ページ）
	変更前
	変更後

	
	５　福井県野生鳥獣回廊の整備
　ふくいの元気な森・元気な森林戦略「環境林整備プロジェクト」等と連携して、鳥獣の生息適地の保護と再生を図るものとする。


第四　鳥獣の捕獲等および鳥類の卵の採取等の許可に関する事項
１（３）③ツキノワグマの捕獲を目的とする許可申請の場合（計画書１６ページ）
	変更前
	変更後

	はこわなに限るものとする。

	はこわな（ドラム缶式檻）に限るものとする。


１（１０）特定外来生物に係る捕獲許可の考え方（計画書１９ページ）
	変更前
	変更後

	
	特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号。以下、「外来生物法」という。）により特定外来生物に指定されている種（アライグマ、ヌートリア）にあっては、生きた個体の運搬が禁止されている。特に、福井県全域に広く生息しているアライグマについては外来生物法に基づき防除実施計画を策定し、当該計画による防除により捕獲を実施することとする。


３　有害鳥獣捕獲についての許可基準の設定
　　３（１）②　２）許可対象者（計画書２９ページ）
	変更前
	変更後

	原則として、被害等を受けた者または被害等を受けた者から依頼された者であって、後述する市町が編成する捕獲隊とし、銃器（装薬銃）を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者（空気銃を使用する場合においては第1種銃猟または第2種銃猟免許を所持する者）、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許またはわな猟免許を所持する者とするものとする。

	原則として、被害等を受けた者または被害等を受けた者から依頼された者であって、狩猟免許を所持する者（ただし銃による捕獲を除く）、市町、法第9条第8項に規定する環境大臣が定める法人とする。銃器（装薬銃）を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者（空気銃を使用する場合においては第1種銃猟または第2種銃猟免許を所持する者）、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許またはわな猟免許を所持する者とするものとする。


３（１）②　３）鳥獣の種類・数（計画書３０ページ）
	変更前
	変更後


	ア　有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、またはそのおそれのある種とする。
	ア有害鳥獣捕獲対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、またはそのおそれのある種とする。
ただし、アライグマは、防除実施計画に基づく捕獲により実施するものとし、有害捕獲対象種から除くものとする。


　　　
　　　　　　　　②　４）期間（計画書３０ページ）
	変更前
	変更後

	（ア）鳥類　２か月
	（ア）鳥類　２か月　ただし、ハシボソガラス、ハシブトガラスをはこわなを用いて捕獲する場合は、最大3か月を超えないものとする。



第13表　(計画書３２～３３ページ)
	変更前
	変更後

	許可対象者
市町捕獲隊

	許可対象者
狩猟免許を所持する者（ただし銃による捕獲を除く）、市町、法第9条第8項に規定する環境大臣が定める法人


	鳥獣名
日数
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
ハシブトガラス、ハシボソガラス
必要な日数。ただし最大2か月を超えないものとする。
２００羽
カワウ
１０羽

	鳥獣名
日数
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
ハシブトガラス、ハシボソガラス
必要な日数。
ただし最大2か月（ハシブトガラス、ハシボソガラスは最大3か月）を超えないものとする。
５００羽
カワウ
３０羽


	鳥獣名
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
イノシシ
３０頭
ニホンジカ
１５頭

	鳥獣名
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
イノシシ
　　３００頭
ニホンジカ
特定鳥獣保護管理計画の目的達成に必要な合理的、適切な数


	変更前
	変更後

	鳥獣名
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
その他の狩猟獣
　　３頭

	鳥獣名
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
ハクビシン
　制限無し
ヌートリア
制限無し
その他の狩猟獣
　　　３頭


	許可
権者
鳥獣名
1許可あたりの捕獲羽（頭）数
知事
鳥類の卵（ハシブトカラス、ハシボソカラス）
必要数
ツキノワグマ（人または家畜に危害を及ぼすおそれがないとき。）
3頭

	許可
権者
鳥獣名
知事
環境大臣が許可する鳥類以外の鳥類の卵
必要最小限の数
環境大臣または市町が許可する鳥獣以外の鳥獣
（ツキノワグマを除く）
ツキノワグマ（人または家畜に危害を及ぼすおそれがないとき。）
3頭



③　指導事項の概要　　（計画書３５ページ）
	変更前
	変更後

	２）　鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等は、原則として市町長が編成する捕獲隊が実施するが、民家や電柱等の建築物にできた鳥類の巣を撤去する際に行う卵の採取等は、鳥獣保護員、電力会社が例外的に実施できるものとする。
	２）鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等は、原則として被害者または被害者の代理者となる市町長が編成する捕獲隊が実施するものとする。


野生鳥獣回廊の記載を追加





有害鳥獣捕獲に関する許可基準の緩和





　


○野生鳥獣回廊を設定し、野生鳥獣の保護のための森林の環境整備等を推進





○有害捕獲許可対象者


�
変更前�
変更後�
�
許可対象者�
原則、市町のみ


（市町が編成する有害捕獲隊）�
市町、狩猟免許を所持する個人（銃による捕獲を除く）※、法第９条第８項に規定する環境大臣が定める法人


（農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会）


※福井県有害鳥獣捕獲実施要綱により規定。


農業者が自分の農地で捕獲する場合、垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅等の敷地内において、狩猟鳥獣（ニホンジカ、イノシシ、クマを除く）を捕獲する場合に限ります。�
�



○１許可当りの許可基準


�
現　基　準�
新　基　準�
�
許　　可


期　　間�
鳥　類�
２か月�
２か月（ハシブトガラスとハシボソガラスをはこわなで捕獲する場合は３か月）�
�
許 　可


頭(羽)数�
カラス�
２００羽�
５００羽�
�
�
カワウ�
１０羽�
３０羽�
�
�
イノシシ�
３０頭�
３００頭�
�
�
ニホンジカ�
１５頭�
保護管理計画の目標達成に必要な合理的、適切な頭数�
�
�
ハクビシン�
３頭�
制限無し�
�
�
ヌートリア�
３頭�
制限無し�
�
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